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第 節   売買参加者等 第 条 ─ 第 条
第 節   関連事業者 第 条 ─ 第 条
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第 章  指導監督 第 条  第 条
第 章  雑則 第 条 ─ 第 条

      附則

      第 章  総則

目的
第 条 業務規程 株式会社札幌花 地方卸売市場 以下 開設者 いう

開設 札幌花 地方卸売市場 以下 市場 いう 生鮮食料品等
卸売市場法 昭和 年法律第 号 以下 法 いう 第 条第 項 規

定 生鮮食料品等 以下 物品 いう いう 取引 適正化 そ 健
全 運営 図 必要 事項 定

市場 名称及び位置
第 条 市場 名称及び位置 次

名称 札幌花 地方卸売市場
位置 札幌市白石区流通センター 丁目 番及び 番

取扱品目
第 条 法第 条第 項 規定 北海道知事 認定 係 市場 取扱品目 以

札幌花 地方卸売市場業務規程
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下 取扱品目 いう 花 及びそ 加工品並び 関連 物品

開設者 責務
第 条 開設者 市場 業務 運営 関 出荷者 卸売業者 仲卸業者そ 他

市場 い 売買取引 行う者 以下 取引参加者 いう 対 不当 差
別的 取扱い い

      第 章  市場関係事業者

        第 節  卸売業者

卸売業者 定義
第 条 卸売業者 法第 条第 項 規定 者 あ 次条 規定 開

設者 承認 受 者 いう

卸売業者 承認
第 条 市場 い 卸売 業務 行 う 者 別 定 申請書 開設者

提出 そ 承認 受 い
前項 申請書 次 各号 掲 書類 添付 い

定款
登記事項証明書
役員 名簿
卸売市場法施行規則 昭和 年農林省令第 号 以下 法施行規則

   いう 第 条第 項第 号ニ別記様式第 号 例 作成 直近
   事業年度 事業報告書又 準 申請者 事業 開始後 年
   経過 い い あ 場合 あ 申請 日 含 事業年度 事

業計画書
そ 他開設者 必要 認 書類

開設者 第 項 申請 次 各号 い 該当 又 申請者 取
扱品目 い 卸売 業務 適確 遂行 必要 資力信用 有 い 判断
さ そ 承認 い

申請者 法人 い
申請者 法 規定 罰金 刑 処 者 そ 刑 執行 終わ

又 そ 刑 執行 受 く 日 起算 年 経過
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い あ
申請者 暴力団員 不当 行為 防止等 関 法律 平成 年法

律第 号 第 条第 号 規定 暴力団 暴力団関係企業そ 他暴力
威力又 詐欺的手法 駆使 経済的利益 追求 団体若 く 集団 以
下 暴力団等反社会的勢力 いう 又 暴力団等反社会的勢力若 く

そ 構成員 個人 含 以下同 関係 有 者 あ
申請者 次条又 第 条第 項若 く 第 項 規定 承認 取消

受 そ 取消 日 起算 年 経過 い者 あ
申請者 業務 執行 役員 う 次 い 該当 者 あ

イ 破産者 復権 得 い
ロ 禁錮刑以上 刑 処 者 そ 刑 執行 終わ 又 そ 刑

執行 受 く 日 起算 年 経過 い
ハ 法 規定 罰金 刑 処 又 次条若 く 第 条第 項又

第 項 規定 承認 取消 受 法人 そ 処分 受 原因
事項 発生 当時 そ 法人 業務 執行 役員 在任

者 そ 処分 日 起算 年 経過 い
ニ 暴力団等反社会的勢力 構成員若 く 構成員 く 日 年

経過 い者 又 暴力団等反社会的勢力若 く そ 構成員 関係 有
者
そ 承認 卸売業者 数 別 定 最高限度 超え

卸売業者 承認 取消
第 条 開設者 卸売業者 前条第 項第 号 第 号若 く 第 号 い

該当 卸売 業務 適確 遂行 必要 資力信用
有 く 認 又 当該卸売業者 そ 承認 取消 申 出

そ 承認 取消

保証金 預託
第 条 卸売業者 第 条第 項 承認 受 日 起算 日以内 保

証金 開設者 預託 い
卸売業者 保証金 預託 後 卸売 業務 開始 い

保証金 額

3 / 19 



業務規程 R5.4.1

第 条 卸売業者 預託 保証金 額 第 条第 項 規定 市場施設
使用料月額 卸売業者市場使用料 除く 月分 相当 額 範囲内
い 別 定

保証金 充当
第 条 開設者 卸売業者 市場施設 使用料そ 他開設者 納付 金額
  納付 怠 保証金 充

保証金 返還
第 条 保証金 卸売業者 そ 承認 取消 受 日 起算 日
  経過 後 返還 い

前項 保証金 利息 付 い

卸売業者 営業 譲渡又 合併
第 条 卸売業者 営業 譲渡 又 他 法人 合併 行う 別 定

開設者 申請 そ 承認 受 い
第 条第 項 規定 前項 承認 い 準用

卸売業者 係 変更事項等 届出
第 条 卸売業者 第 条第 項第 号 第 号 掲 事項 変更 あ

別 定 書類 遅滞 く開設者 届 出 い
卸売業者 卸売 業務 休止 又 廃止 う そ 日 日

前 別 定 書類 開設者 届 出 い

人 登録等
第 条 卸売業者 市場 い 行う卸売 人 そ 者 い 当該卸売業
  者 開設者 登録 受 い 者 い

卸売業者 前項 登録 受 う 別 定 申請書 開設者
   提出 い

開設者 前項 登録 申請 あ 場合 次項 規定 登録 拒否
場合 除 人登録簿 当該 人 登載 や そ 旨 登録申請者

通知 登録 人 対 人登録証 交付
開設者 第 項 申請 あ 場合 い そ 申請 係 人 次 各

号 い 該当 そ 登録 い
破産者 復権 得 い あ
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禁錮以上 刑 処 者 そ 刑 執行 終 又 そ 刑 執行
受 く 日 起算 年 経過 い あ
第 条 規定 仲卸業者若 く 第 条 規定 売買参加者又

者 役員若 く 使用人 あ
暴力団等反社会的勢力 構成員若 く 構成員 く 日 年

経過 い者 又 暴力団等反社会的勢力若 く そ 構成員 関係 有
者 あ

遂行 必要 経験又 能力 有 い い者 あ
開設者 人 前項第 号 第 号 い 該当

遂行 必要 能力 有 く 認 又 卸売
業者 当該 人 係 登録 取消 申 出 そ 登録 取消

開設者 人 売 業務 関 公正 害 若 く 害 そ あ
   行為 期間 定 そ 業務 止さ 又 そ 登録 取消
   

人 卸売 売 従事 人登録証 携帯 開
   設者 交付 標識 着用 い

        第 節  仲卸業者

仲卸業者 定義
第 条 仲卸業者 法第 条第 項 規定 者 あ 次条 規定

開設者 承認 受 者 いう

仲卸業者 承認
第 条 市場 い 仲卸 業務 行 う 者 別 定 申請書 開設者

提出 そ 承認 受 い
前項 申請書 次 各号 掲 書類 添付 い

定款
登記事項証明書
役員 名簿
直近 事業年度 財務諸表
そ 他開設者 必要 認 書類

開設者 第 項 申請 次 各号 い 該当 又 申請者 仲
卸 業務 適確 遂行 必要 資力信用 有 い 判断さ そ
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承認 い
申請者 法人 い
申請者 法 規定 罰金 刑 処 者 そ 刑 執行 終わ

又 そ 刑 執行 受 く 日 起算 年 経過
い あ

申請者 暴力団等反社会的勢力 又 暴力団等反社会的勢力若 く そ
構成員 関係 有 者 あ

申請者 次条又 第 条第 項若 く 第 項 規定 承認 取消
受 そ 取消 日 起算 年 経過 い者 あ

申請者 業務 執行 役員 う 次 い 該当 者 あ

イ 破産者 復権 得 い
ロ 禁錮刑以上 刑 処 者 そ 刑 執行 終わ 又 そ 刑

執行 受 く 日 起算 年 経過 い
ハ 法 規定 罰金 刑 処 又 次条若 く 第 条第 項又

第 項 規定 承認 取消 受 法人 そ 処分 受 原因
事項 発生 当時 そ 法人 業務 執行 役員 在任

者 そ 処分 日 起算 年 経過 い
ニ 暴力団等反社会的勢力 構成員若 く 構成員 く 日 年

経過 い者 又 暴力団等反社会的勢力若 く そ 構成員 関係 有
者
申請者 卸売業者 あ
そ 承認 仲卸業者 数 別 定 最高限度 超え

      
仲卸業者 市場内 い 別 定 開設者 交付 標識 着

用 い

仲卸業者 承認 取消
第 条 開設者 仲卸業者 前条第 項第 号 第 号若 く 第 号 第

号 い 該当 仲卸 業務 適確 遂行 必要
資力信用 有 く 認 又 当該仲卸業者 そ 承認 取消
申 出 そ 承認 取消

保証金 預託
第 条 仲卸業者 第 条第 項 承認 受 日 起算 日以内

保証金 開設者 預託 い
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仲卸業者 保証金 預託 後 仲卸 業務 開始 い

保証金 額等
第 条 仲卸業者 預託 保証金 額 第 条第 項 規定 市場施設

使用料月額 仲卸業者市場使用料 除く 月分 相当 額 範囲内
い 別 定
第 条及び第 条 規定 前条第 項 保証金 い 準用

仲卸業者 営業 譲渡又 合併
第 条 仲卸業者 営業 譲渡 又 他 法人 合併 行う 別 定

開設者 申請 そ 承認 受 い
第 条第 項 規定 前項 承認 い 準用

仲卸業者 係 変更事項等 届出
第 条 仲卸業者 第 条第 項第 号 第 号 掲 事項 変更

あ 別 定 書類 遅滞 く開設者 届 出 い
仲卸業者 仲卸 業務 休止又 廃止 う そ 日 日前

別 定 書類 開設者 届 出 い

報告書 提出
第 条 仲卸業者 別 定 毎月 売上高報告書 翌月末 開設者

提出 い
仲卸業者 別 定 営業報告書 毎事業年度 末日 起算 日 経

過 日 開設者 提出 い

        第 節 売買参加者等

売買参加者 定義
第 条 売買参加者 卸売業者及び仲卸業者 売買取引 行う 次

条 規定 開設者 登録 受 者 いう

売買参加者 登録
第 条 売買参加者 う 者 氏名又 法人名 商号及び住所そ 他開

設者 必要 認 事項 記載 申請書 開設者 提出 そ 登録 受
い
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前項 申請書 申請者 卸売業者 間 締結 花 等 取引 関 契
約 以下 取引契約 いう 書 写 そ 他開設者 別 定 書類 添付

い
  開設者 申請者 次 各号 い 該当 そ 登録 い

  
申請者 暴力団等反社会的勢力若 く そ 構成員 若 く 構成員

く 日 年 経過 い者 又 暴力団等反社会的勢力若 く そ
構成員 関係 有 者 あ
申請者 次条又 第 条第 項若 く 第 項 規定 登録 取消

受 そ 取消 日 起算 年 経過 い者 あ
前二号 ほ 申請者 個人 あ 場合 あ 次 い 該当

イ 破産者 復権 得 い あ
ロ 禁錮以上 刑 処 者 そ 刑 執行 終 又 そ 刑 執行

受 く 日 起算 年 経過 い あ
申請者 法人 あ そ 業務 執行 役員 う 前号 い

該当 者 あ
申請者 卸売業者 あ
申請者 卸売業者 間 取引契約 締結さ い い

売買参加者 市場内 い 別 定 開設者 交付 標識
着用 い

売買参加者 登録 取消
第 条 開設者 売買参加者 前条第 項第 号 若 く 第 号 第 号

い 該当 卸売業者 間 締結 い 取引契
約 解約さ 又 当該売買参加者 そ 登録 取消 申 出 そ

登録 取消

売買参加者 係 変更事項等 届出
第 条 売買参加者 第 条第 項 規定 申請事項 変更 あ

別 定 書類 遅滞 く開設者 届 出 い

買出人 登録等
第 条 規程 い 買出人 市場内 い 仲卸業者 販売 受

開設者 登録 受 者 いう
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買出人 登録 関 必要 事項 別 定
買出人 市場内 い 別 定 開設者 交付 登録証 着

用 い

        第 節  関連事業者

関連事業者 定義
第 条 関連事業者 市場 業務 適正 健全 運営 確保 市場

内 施設 い 次 各号 掲 業務 営 い 次条 規定 開
設者 承認 受 者 いう

関連商品販売業 営 者 運搬業務 営 者そ 他 市場 機能 充実
資 業務 営 者

飲食店 営業 行う者そ 他 市場 利用者 便益 提供 業務 営
者

関連事業者 承認
第 条 前条 規定 業務 行 う 者 次 掲 事項 記載 申請

書 開設者 提出 そ 承認 受 い
氏名又 法人名 商号及び住所
承認 受 営 う 業務 種類及び内容
そ 他開設者 必要 認 事項

前項 申請書 開設者 別 定 書類 添付 い
開設者 第 項 申請 次 各号 い 該当 そ 承認
い

申請者 暴力団等反社会的勢力若 く そ 構成員 若 く 構成員
く 日 年 経過 い者 又 暴力団等反社会的勢力若 く そ

構成員 関係 有 者 あ
申請者 次条又 第 条第 項若 く 第 項 規定 登録 取消

受 そ 取消 日 起算 年 経過 い者 あ
前二号 ほ 申請者 個人 あ 場合 あ 次 い 該当

イ 破産者 復権 得 い あ
ロ 禁錮以上 刑 処 者 そ 刑 執行 終 又 そ 刑 執行

受 く 日 起算 年 経過 い あ
申請者 法人 あ そ 業務 執行 役員 う 前号 い

該当 者 あ
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申請者 業務 適確 遂行 必要 知識 経験又 資力信用 有
い者 あ

関連事業者 承認 取消
第 条 開設者 関連事業者 前条第 項第 号若 く 第 号 第 号

い 該当 又 当該関連事業者 そ 承認 取消
申 出 そ 承認 取消

保証金 預託
第 条 関連事業者 第 条第 項 承認 受 日 起算 日以内

保証金 開設者 預託 い 開設者 特別 理由 あ
認 減免
関連事業者 保証金 預託 後 そ 業務 開始 い

前項 書 規定 保証金 免除さ 者 い 限
い

保証金 額等
第 条 関連事業者 預託 保証金 額 第 条第 項 規定 市場施

設 使用料月額 月分 相当 額 範囲内 い 別 定
第 条及び第 条 規定 前条第 項 保証金 い 準用

関連事業者 係 変更事項等 届出
第 条 関連事業者 第 条第 項 規定 申請 内容 変更 あ

別 定 書類 遅滞 く開設者 届 出 い

      第 章 売買取引及び決済 方法

売買取引 原則
第 条 取引参加者 公正 効率的 売買取引 行わ い

差別的取扱い 禁止
第 条 卸売業者 出荷者又 仲卸業者そ 他 買受人 対 不当 差別的

取扱い い

受託拒否 禁止
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第 条 卸売業者 取扱品目 い 市場 卸売 販売 委託
申込 あ 場合 次 掲 場合 除 そ 引受 拒 い

販売 委託 申込 あ 取扱品目 市場 い 過去 全 残品
販売 至 取扱品目 品質 同程度 あ 場合

卸売場 倉庫そ 他 卸売業者 市場 卸売 業務 使用
施設 受入能力 超え 場合

販売 委託 申込 次条 規定 公表 売買取引 条件 基
い場合
販売 委託 申込 市場以外 場所 売買取引 残品 出荷 あ

明白 あ 場合
販売 委託 申込 次 掲 者 行わ あ 場合

イ 暴力団等反社会的勢力 構成員若 く 構成員 く 日 年
経過 い者 又 暴力団等反社会的勢力若 く そ 構成員 関係
有 者

ロ 暴力団等反社会的勢力 構成員 そ 業務 従事さ 又 そ 業務
補助者 使用 者

ハ 暴力団等反社会的勢力又 そ 構成員 そ 事業活 支配 者

売買取引 条件 公表
第 条 卸売業者 法施行規則第 条 定 営業日及び営業

時間 取扱品目そ 他売買取引 条件 インターネット 利用そ 他 適切 方
法 公表 い

卸売業者 市場 卸売 販売 委託 引受 い 受託契約
約款 定 定 開設者 届 出 前項

公表 い

売買取引 方法
第 条 卸売業者 行う卸売 売若 く 入札 方法 又 相対 取引

方法 い
開設者 必要 あ 判断 卸売業者 対 前項 売買取引 方

法 う 特定 方法 指示

第三者 卸売
第 条 卸売業者 取扱品目 い 仲卸業者及び売買参加者 以下 仲卸業

者等 いう 買受 不当 制限 い 仲卸業者等以

11 / 19 



業務規程 R5.4.1

外 者 対 卸売
卸売業者 前項 卸売 別 定 開設者

報告 い

自己買受
第 条 卸売業者 取扱品目 い 仲卸業者等 買受 不当 制限

い そ 者 行う卸売 相手方 取扱品目 買受

卸売業者 前項 買受 別 定 開設者
報告 い

卸売業者 買戻 等 制限
第 条 卸売業者 市場 い 取扱品目 卸売 卸売 適正

健全 運営 阻害 そ い 認 場合 除くほ 仲卸業者等
当該卸売 係 取扱品目 販売 委託 引受 又 買受 い

卸売業者 前項 買受 別 定 開設者
報告 い

商物分離 卸売
第 条 卸売業者 効率的 売買取引 行う 仲卸業者等 買受 不当

制限 い 取扱品目 市場 持込 卸売

卸売業者 前項 規定 卸売 別 定 開
設者 報告 い

仲卸業者 業務 規制
第 条 仲卸業者 市場内 い 次 各号 掲 行為 い

第 号 掲 行為 い 仲卸業者 買入 い取扱品目 い
卸売業者 集荷 困難 場合 あ 市場 適正 取引 損 わ

い そ 他開設者 承認 限 い
販売 委託 引受
市場 卸売業者以外 者 買入 販売

前項 書 規定 買入 い 別 定 そ 上限
設
仲卸業者 第 項 書 規定 販売 行 別 定
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開設者 報告 い

売買取引 制限
第 条 開設者 取引参加者 売買取引 い 不正又 不当 行為 あ

認 当該売買 差止

衛生上有害 物品 売買禁止
第 条 卸売業者 仲卸業者及び関連事業者 衛生上有害 物品 市場 い

売買 又 売買 目的 所持 い
開設者 衛生上有害 物品 売買 差止 又 撤去 指示

売買取引 結果等 公表
第 条 卸売業者 売買取引 結果等 い 別 定 開設

者 報告 い
開設者 法施行規則第 条 定 市場 取扱品目 関

売買取引 結果等 い 別 定 インターネット 利用そ 他
適切 方法 公表
卸売業者 法施行規則第 条 定 取扱品目 関 売買

取引 結果等 い 開設者 別 定 インターネット 利用そ
他 適切 方法 公表 い

委託手数料 率 上限
第 条 卸売業者 卸売 販売 委託 引受 い そ 委託者

収受 委託手数料 卸売代金 売 若 く 入札又 相対取引 係 金額
そ 消費税額 地方消費税額 含 以下同 加え 金額 いう 以下

同 分 以内 率 乗 得 金額

決済 方法
第 条 卸売業者 卸売 販売 委託 引受 物品 卸売

委託者 対 翌日 卸売代金 前条 委託手数料そ 他委託者 負
費用 控除 金額 支払わ い

卸売業者 卸売 受 者 卸売業者 買受 物品 引渡 受 日
卸売代金及び卸売 受 者 負 費用 支払わ い

前二項 他 取引参加者 売買取引 卸売 買受 含
買受 物品 引渡 受 日 そ 代金 買受 金額 消費税額 加
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え 金額 及び買受者 負 費用 支払わ い
取引参加者 市場 売買取引 支払方法 振込 口座振替又 現金

前各項 関わ 取引参加者 売買取引 行う場合 支払期日 支払方
法そ 他 決済 方法 い 契約等 定 当該取引参加者 決済 方
法 当該契約等 定

事業報告書 作成等
第 条 卸売業者 法施行規則第 条第 項 定 事業報告

書 作成 開設者 提出 貸借対照表及び損益計算書 い 出
荷者 閲覧 申出 あ 場合 同条第 項 定 正当 理由 あ 場合

除 閲覧さ い
前項 規定 閲覧 インターネット 利用 事務所 備置 そ 他
適切 方法 行わ い

第 章 市場施設 使用

施設 使用指定等
第 条 卸売業者 仲卸業者及び関連事業者 使用 市場施設 市場 用地 建

物 そ 他 施設 いう 以下同 位置 面積 使用期間そ 他 使用条件
開設者 指定

開設者 必要 あ 認 売買参加者そ 他前項 規定 者以外
者 対 市場施設 使用 承認
前項 承認 受 者 そ 承認 受 日 起算 日以内 保証金

  開設者 預託 い 開設者 一時使用そ 他必要 い
  認 限 い

第 条 第 条 規定 前項 保証金 い 準用

用途変更 転貸等 禁止
第 条 前条第 項 指定又 同条第 項 承認 受 者 以下 使用者 い

う そ 使用施設 用途 変更 そ 全部若 く 一部 転貸 又 当
該施設 他人 使用さ い 開設者 承認 受

限 い

原状変更 禁止
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第 条 使用者 市場施設 建築 造作 模様替そ 他市場施設 原状 変更
加え い 開設者 承認 受 限 い

前項 書 市場施設 建築 造作 模様替そ 他市場施設 原状
変更 加え 使用者 返還 際 原状 復 又 代わ 費用 弁償

い

施設 返還
第 条 使用者 死亡 法人 解散 廃業又 第 条 第 条 第 条 第

条第 項若 く 第 項 規定 承認 取消 そ 他 理由 市場施
設 使用資格 消滅 場合 相続人 精算人 代理人又 本人 開設者 指
定 期間内 自己 費用 当該施設 原状 復 返還 い

開設者 承認 受 限 い

指定又 承認 取消 等
第 条 開設者 市場施設 い 管理上必要 あ 認 使用者

対 そ 指定又 承認 全部若 く 一部 取消 又 使用 制限若 く
止そ 他 必要 措置

補修弁償
第 条 市場施設 故意又 過失 滅失若 く 損傷 者 そ 補修

又 そ 費用 弁償 い

使用料
第 条 使用者 市場施設 使用 係 料金 額 消費税額 含 以下 使用料

いう 別表
使用者 そ 使用 有無 わ 使用料 支払わ い
開設者 次 各号 い 該当 使用料 減免

使用者 責 帰 い理由 市場施設 使用 い

使用者 国又 公共団体 あ
そ 他 開設者 特別 理由 あ 認

前項 規定 使用料 減免 受 う 者 使用料減免申請書 開設
者 提出 そ 承認 受 い

市場 い 使用 電気 水道 ガス 暖房等 費用 開設者 指定
共同 使用 市場施設 含 使用者 負
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市場施設 使用 関 契約
第 条 使用者 前七条そ 他市場施設 使用 関 必要事項 い 開設

者 契約 締結 い そ 使用 一時使用そ 他開設者
必要 い 認 限 い

第 章 市場運営協議会

市場運営協議会 設置
第 条 市場 業務 運営及び売買取引 関 必要 事項 調査審議 札

幌花 地方卸売市場運営協議会 以下 協議会 いう 置く
協議会 委員若干名 組織
委員 取引参加者そ 他 利害関係者 う 開設者 委嘱
前項 ほ 開設者 必要 あ 認 学識経験者 委員 委嘱

協議会 市場 公正 効率的 売買取引 確保 資 開設者
意見 述
開設者 業務規程 取引参加者 市場 業務 関 遵守 事項
限 変更 あ 協議会 意見 聴く
前各項 定 ほ 協議会 組織及び運営 い 必要 事項 別 定

      第 章  指導監督

指導 検査 是正 求 等
第 条 開設者 業務規程及び 基 く規則等 以下 業務規程等

いう 定 い 遵守事項 取引参加者及び関連事業者 遵守さ
必要 限度 い 取引参加者及び関連事業者 対 指導及び助言 報

告及び検査 是正 求 そ 他 措置

監督処分
第 条 開設者 卸売業者 仲卸業者又 関連事業者 業務規程等 違反

期間 定 そ 業務 全部若 く 一部 止さ 又 そ 承認 取
消

開設者 売買参加者若 く 買出人 業務規程等 違反 期間 定
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そ 入場 止さ 又 そ 登録 取消
開設者 市場関係事業者 い 法人 代表者又 法人若 く 人 代理人

使用人そ 他 従業員 業務規程等 違反 そ 行為者 対 期間
定 市場 入場 止さ ほ そ 市場関係事業者 対

前二項 規定 適用

      第 章  雑則

市場秩序 保持
第 条 市場関係事業者そ 他市場 入場 者 市場 秩序 乱 又 信用

失墜 行為 い
開設者 前項 規定 違反 認 当該入場者 対 入場 制

限そ 他必要 措置

清潔 環境 保持
第 条 市場関係事業者 常 市場施設 清潔 環境保持 努

い
開設者 市場 清潔 環境 保持 図 必要 あ 認 市場

関係事業者 対 必要 措置 指示

承認 条件等
第 条 業務規程 承認 条件 付

処分等 損害 賠償責任
第 条 市場関係事業者そ 他市場 入場 者 業務規程等又 基

く処分 損害 受 あ 開設者 そ 賠償 責 負わ い

関係規定 制定
第 条 業務規程 施行 関 必要 事項 開設者 別 定

  附 則
規程 昭和 年 月 日 施行

  附 則
規程 昭和 年 月 日 施行

  附 則
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規程 昭和 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成元年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 元 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 年 月 日 施行
  附 則

規程 平成 年 月 日 施行
  附 則

施行期日

第 条 こ 規程 令和 年 月 日 施行す

卸売業者等 承認等申請手 省略

第 条 こ 規程 施行 際 現 改正前 規程第 条 卸売業者 第 条

規定 せ 人 第 ９条 規定 仲卸人 第 条 規定 買受人

第 条 規定 関連事業者及び第 条第 項 規定 基 承認を受け

い 者 こ 規程第 条 規定 基 く卸売業者 承認 第 条 規

定 基 くせ 人 登録 第 条 規定 基 く仲卸業者 承認 第 条 規

定 基 く売買参加者 登録 第 ９条 規定 基 く関連事業者 承認及び第

   条第 項 規定 基 く承認を受け い 者 す

買出人 登録申請手 省略

第 条 こ 規程 施行 際 現 札幌花 地方卸売市場 買出人登録要領

登録さ い 買出人 こ 規程第 条 規定 基 く登録を受け い 者
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す

保証 承

第 条 附則第 条 規定 こ 規程 基 く卸売業者 仲卸業者及び関連事

業者 承認を受け い す者 こ 規程第９条 第 ９条第 項及び第

条第 項 規定す 預託すべ 保証 額 当分 間 改正前 規程

額 す

契約等 承

第 条 改正前 規程 規定 基 締結し 契約等 当事者 申入 い

限 相当す こ 規程 規定 基 締結さ も す

処分 手 等 承

第 条 附則第 条 前条 規定す も を除くほ こ 規程 施行 日前

改正前 規程又 改正前 規程 基 く規則等 処分 手続そ 他
行為 規程又 規程 基 く規則等 相当 規定 あ

当該相当 規定
  附 則

規程 令和 年 月 日 施行
  附 則

規程 令和 年 月 日 施行
経過措置

第56条第1項別表 定 駐車場使用料 い 令和5年度 1年間 限
年 車両 8,400円 消費税 加え 額
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別表

使 用 料 別 使　　用　　料　

卸売業者市場使用料
　 月につき　卸売代金 消費税額を含む に 分の ．
を乗 て得た額

卸売業者売場使用料 　 月 平方メートルつき　 円に消費税額を加えた額

仲卸業者市場使用料
　 月につき　第 条第 項但 書きの規定による販売金額 消
費税額を含む に 分の ． を乗 て得た額

仲卸業者売場使用料 　 月 平方メートルつき　 円に消費税額を加えた額

仲卸業者店舗使用料 　 月 平方メートルつき　 ， 円に消費税額を加えた額

関連事業者事務所使
用料

　 月 平方メートルつき　 ， 円に消費税額を加えた額

事務所使用料 　 月 平方メートルつき　 ， 円に消費税額を加えた額

倉庫使用料 　 月 平方メートルつき　 円に消費税額を加えた額

その他の施設使用料 　 月 平方メートルつき　 円に消費税額を加えた額

会議室使用料 　 時間につき　 円に消費税を加えた額

駐車場使用料 　 年 車両につき　 ， 円に消費税を加えた額

R5.4.1

市    場    使    用    料    表　


